


別添

「 警察行政手続オンラ イン化システム」 に申請される駐車許可関係手続

の取扱要領

１ 趣旨

この要領は、 道路交通法（ 昭和35年法律第105号。 以下「 法」 と いう 。 ）
第45条第１項ただし書及び第49条の５並びに同法に基づいた広島県道路交
通法施行細則（ 昭和35年広島県公安委員会規則第 15号。以下「 細則」 と い
う 。 ） 第６条に規定する駐車禁止場所又は時間制限駐車区間における警察署

長の駐車許可（ 以下「 駐車許可」 と いう 。 ） につき、 警察庁が国民の利便性

の向上のために構築した「 警察行政手続オンライン化システム」 （ 以下「 オン

ライン化システム」 と いう 。 ） に申請される駐車許可関係手続の取扱要領を定

めるものである。

２ 法令等の準拠

オンラ イン化システムにより 申請される駐車許可申請（ 以下「 電子申請」

と いう 。 ） における許可の取扱いは、 法、細則及び「 警察署長の行う 駐車許

可の事務取扱要領について」 （ 令和７年12月18日付け警察本部長通達。以
下「 基本通達」 と いう 。 ） によるほか、 この要領に定めると こ ろによる。

また電子申請の取扱いについては、 広島県公安委員会等に係る行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する規則（ 令和３年広島県公安委員会規

則第７号） 、 広島県警察における情報システムの整備及び管理に関する訓令

（ 令和５年広島県警察本部訓令第８号） 及び「 広島県警察における運営対象

情報システム運営要領の制定について」 (令和７年12月12日付け警察本部長
通達)によるほか、 こ の要領に定めると こ ろによる。

３ 電子申請の対象

電子申請の対象は、細則第６条に規定する駐車禁止場所又は時間制限駐車

区間における警察署長による駐車許可のう ち、 申請者がガバメント ク ラ ウド

（ 以下「 e-Gov」 と いう 。） を通じてオンラ イン化システムで電子申請したも
のをいう 。

対象と なる手続きは、上記駐車許可のう ち新規申請及び再交付申請、記載

事項の変更の届出と する。



４ 取扱要領

⑴ 電子申請の基本的取扱要領

手続きの開始から終了までの基本的な要領は「 提出先への申請、申請受

領（ 到達） 、 入力内容の審査、 交付物の発行」 と なるが、 その取扱いは基

本通達と 変わるものではない。

電子申請の各種手続きについては、 申請受付から手続終了までの状況を

オンラ イン化システムにより 管理するものであっ て、 各種手続きに伴う 審

査は基本通達の定めると こ ろにより 行い、 決裁権者による電子決裁（ 交付

手続きを含む。 ） が終了した後、 その事務処理を行う ものと する。

⑵ 電子申請手順

申請者は、 オンラ イン化システムにより 、 上記３の申請を実施するもの

と し 、 申請者の申請手順については、 別紙「 電子申請の手順」 のと おり で

ある。

５ 具体的取扱要領

⑴ 申請データ の出力等

警察署の駐車許可事務を担当する警察職員又はこれを補助する警察職員

（ 以下「 担当警察職員等」 と いう 。 ） は、 開庁日において１日１回以上、

オンラ イン化システムを確認し、同システムに到達した電子申請の申請書

類データ （ 以下「 申請データ 」 と いう 。 ） 及び審査結果に問題がない交付

前申請データ を印字する。

このと き、 警察署控え用（ 決裁用） の１部印字する。

⑵ 申請データ の確認

担当警察職員等は、 上記⑴ の申請データ の内容について、 上記３ に示
す対象であるこ と を確認し、新規及び更新の申請であれば基本通達様式第

５号に定める駐車許可申請取扱簿（ 以下「 申請取扱簿」 と いう 。 ） に、

記載事項変更の申請であれば基本通達様式第５号の２ に定める駐車許可

記載事項変更取扱簿（ 以下「 変更取扱簿」 と いう 。 ） に申請者名等を記

載する。

こ のと き、 受付番号については、 書面申請と 同じ一連番号を付して管

理するものと する。

申請書類の内容を確認し、 上記３ にあたらないものについては、 申請

者にその旨連絡して説明の上、取下げ認容機能により 当該申請等の取下

げを容認し、 その結果を申請取扱簿又は変更取扱簿（ 以下「 取扱簿等」

と いう 。 ） に記載するものと する。



⑶ 申請先が誤っ ている申請の取扱い

申請確認の結果、 申請等の提出先に誤り があっ た場合、 行政手続法上

は補正の対象ではないが、担当警察職員等は補正指示機能により 、 申請者

等に対して提出先の修正を求めるこ と 。

⑷ 申請データ の補正

担当警察職員等は、 受付を行っ た申請の内容を確認し、行政手続法（ 平

成５年法律第 88 号） 第７条に規定する申請の形式上の要件に適合しない
申請については、 補正指示機能により 、 申請者等に対して補正を求めるこ

と 。

形式上の要件に適合しない場合については、

〇申請書の記載事項に不備がないこ と

〇申請書に必要な書類が添付されているこ と

〇申請をするこ と ができる期間内にされたものであるこ と

〇その他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しないこ と

が挙げられる。

なお、 上記に該当しない申請等であっ て、 申請者等の修正を要するもの

については、行政手続法上は補正の対象ではないが、補正指示機能により 、

申請者等に対して当該申請等の修正を求めるこ と 。

(5) 取下げ認容
担当警察職員等は、 申請者等が e-Gov 上で申請等の取下げ操作を行っ
た場合、 その内容を確認し、申請等を取り 下げる理由と して認められる

ものについては、取下げ認容機能により 、 当該申請等の取下げを容認する

こ と 。

⑹ 取下げ却下

担当警察職員等は、 申請者等が e-Gov上で申請等の取下げ操作を行っ
た場合で、 当該申請者等から当該取下げ操作を取り 消したい旨の連絡を

受けた場合等に、取下げ却下機能により 、 当該申請等の取下げを却下する

こ と ができる。

⑺ 強制取下げ

担当警察職員等は、 申請者等から申請等の取下げの意思を確認している

にもかかわらず、 申請者等による当該申請等の取下げ操作が行われない場

合、強制取下げ機能により 、当該申請等の取下げ処理を行う こ と ができる。

(8) 通知機能
担当警察職員等は、 申請の内容に関する問合せ等を申請者等に連絡する

必要が生じた場合、通知機能により 連絡を行う こ と ができる。



(9) 審査
申請に基づく 許可等を行う にあたり 、 基本通達に即して審査を行い、 許

可等の意思決定及び手続を行う ものと する。

(10) 審査結果入力
担当警察職員等は、 申請等の審査が終了したと きは、 審査結果入力機

能により 、 当該申請等の審査結果を入力し、 審査終了の処理を行う こ と 。

なお、申請の形式上の要件に適合しない申請（ 相当の期間を定めて補正

を求めたにもかかわらず、当該期間を経過しても、 申請の不備が補正さ れ

ない申請を含む。 ） を拒否すると きは、 当該申請の審査結果を「 形式上要

件不適合」 と し 、 審査終了の処理を行う こ と 。

(11) 条件欄等の記載
ア 条件欄には「 遵守事項に従う こ と 」 と 入力するこ と 。

イ 駐車許可証交付時には、次の遵守事項を記載した別添を添付書類と し

て、 交付物に添付するこ と 。

遵守事項

○ 申請（ 許可） 理由以外には使用しないこ と 。

○ 駐停車禁止場所には駐（ 停） 車しないこ と 。

○ 法定の駐車禁止場所には駐車しないこ と 。

○ 駐車の方法に従わない駐車をしないこ と 。

○ 駐車すると きは、 駐車許可証データ を印字したもの又は映像面そ

の他のものに表示したものを車両の前面ガラ スの見やすい箇所に掲

示するこ と 。

○ 駐車許可証を掲示すると きは、 許可証の記載内容（ 番号に標示さ

れている番号、許可を受けよう と する日時・ 期間、 許可を受けよう

と する場所、許可を受けよう と する理由、許可年月日及び許可した

警察署長名） を明示するこ と 。 （ 許可を受けよう と する日時期間及

び許可を受けよう と する場所を別紙に記載している場合は見やすい

よう に掲示するこ と 。 ）

〇 駐車許可証データは、許可に係る駐車の際に掲示するためその他

の正当な目的のために自身の端末又は自身のＵＳＢメ モ リ 等に複

製すると きを除き複製又は複製させないこ と 。

〇 次のいずれかに該当する場合は速やかに駐車許可証データ（ ３ の

場合にあっ ては、発見し、又は回復した駐車許可証データ ） を自身

の端末又は自身のＵＳＢメ モリ 等から消去するこ と 。

１ 許可の期間が満了したと き。



２ 駐車許可証の交付を受けた理由がなく なっ たと き。

３ 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可証

データを発見し、 又は回復したと き。

４ 駐車許可を取り 消されたと き。

※ 遵守事項に従わない場合は、取締り の対象と なるこ と があり ま

す。

(12) 許可証の交付
審査が終了した申請等のう ちオンラ インで処分通知等を行う ものについ

て、 交付機能により 、 交付物を作成又は登録し、当該交付物を申請者等に

連絡し交付するこ と ができる。 その際、 添付書類と して別添「 駐車許可証

の使用上の留意事項」 及び前(11)で示した遵守事項を記載した別添を交付
するものと する。

また、 システムを利用して交付物を出力する際は、透かし機能を解除し

た上で行う ものと する。 交付物には、 電子署名に係る情報を記録した二

次元コードが貼付してあるこ と を確認するこ と 。

６ 抹消

本システムで取り 扱う 情報は、 手続終了から一定期間経過後に自動的に抹

消される。

７ 安全の確保

１ 情報セキュ リ ティ

本システムの情報セキュ リ ティ に関して実施する運用管理対策、物理的

対策、技術的対策その他の事項については、 「 広島県警察における情報セキ

ュ リ ティ に関する訓令」 （ 平成16年広島県警察本部訓令第21号） 及び同訓令
に基づく 規程に定めると こ ろによる。

２ 管理対象情報の分類

本業務に係る管理対象情報の分類については、 次のと おり と する。

３ 個人情報の取扱い

(1) 本業務で取り 扱う 個人情報は、 警察本部運用管理者又は警察署運用管理
者の保有情報と する。

管理対象情報の分類 機密性 完全性 可用性

オンラ イン化警察行

政手続情報
２ (中) ２ (高) ２ (高)



(2) 個人情報の取扱いに関しては、 本業務の目的以外での利用等の不正使

用がないよう に、 適正に管理するこ と 。



別紙

電子申請の手順

１ 申請者が、 e₋ GoV 電子申請アプリ ケーショ ンより ログインする。
申請者にて e₋ GoV アカウント、もしく は G ビス ID、Microsof t でログインし、
「 手続検索」 を押下する。

２ 申請者が電子申請を行う 手続きを検索する。

各種手続検索方法から電子申請を行う 手続情報を検索する。

３ 申請者情報と連絡先情報などの基本情報を確認する。

４ 申請様式に沿っ て申請内容を入力する。

５ 添付書類、提出先情報を設定し、申請内容入力後、「 内容を確認」 ボタンを押

下する。

６ 申請内容を確認し「 提出」 ボタンを押下して電子申請を行う 。

７ 提出結果を確認する。

８ e₋ GoV から受領した申請を確認する。
９ e₋ GoV から受領した申請の受付を行う 。
10 申請案件一覧より当該申請を検索する。
11 申請案件状況より当該申請のステータスを確認する。
12 担当者の目視により 形式的要件を確認する。
13 形式的要件を満たしていない場合、申請者に対し補正依頼を行う 。
14 訂正内容を確認し提出する。
15 担当者による審査を経て、結果を反映する。
16 申請案件状況より ステータスと 通知内容を確認する。
17 審査結果に問題がない場合、交付物の作成を行う 。
18 審査結果に問題がない場合、交付を行う 。
19 ステータスが「 審査終了」 と なっ ていること を確認し、到達番号リ ンクを押
下して申請案件状況から交付物を確認する。

20 申請案件状況から交付物を取得する。
21 交付物取得状況が取得済と なっ ている申請を確認し、手続終了を行う 。



別添

駐車許可証の使用上の留意事項（ オンライン申請用）

１ 駐車許可証は、公安委員会による駐車禁止規制及び時間制限駐車区間規制が行われて

いる道路の部分で使用すること ができます。

次のよう な駐車はできません。

⑴ 駐停車禁止場所の駐車（ 道路交通法第44条第１項及び第75条の８ ）

⑵ 法定駐車禁止場所の駐車（ 道路交通法第45条第１項各号及び第２項）

⑶ 駐車の方法に従わない駐車（ 道路交通法第47条）

⑷ 車庫代わり駐車（ 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第１項）

⑸ 長時間駐車（ 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第２項）

※ ⑴ ⑶から については「 駐車許可証等を掲出しても駐車するこ と ができない場所

等」 を参照してく ださい。

２ 駐車許可証の記載内容（ 条件を含む。 ） 及び次の遵守事項に従っ てく ださい。

遵守事項

○ 申請（ 許可） 理由以外には使用しないこと 。

○ 駐停車禁止場所には駐（ 停） 車しないこと 。

○ 法定の駐車禁止場所には駐車しないこ と 。

○ 駐車の方法に従わない駐車をしないこ と 。

○ 駐車すると きは、駐車許可証データを印字したもの又は映像面その他のものに表示

したものを車両の前面ガラスの見やすい箇所に掲示すること 。

○ 駐車許可証を掲示すると きは、許可証の記載内容（ 番号に標示されている番号、許

可を受けよう と する日時・ 期間、許可を受けよう と する場所、許可を受けよう と する

理由、許可年月日及び許可した警察署長名） を明示すること 。（ 許可を受けよう と す

る日時期間及び許可を受けよう と する場所を別紙に記載している場合は見やすいよ

う に掲示すること 。 ）

〇 駐車許可証データは、許可に係る駐車の際に掲示するためその他の正当な目的のた

めに自身の端末又は自身のＵＳＢメモリ 等に複製すると きを除き複製又は複製させ

ないこと 。

〇 次のいずれかに該当する場合は速やかに駐車許可証データ （ ３の場合にあっ ては、

発見し、又は回復した駐車許可証データ ） を自身の端末又は自身のＵＳＢメモリ 等か

ら消去すること 。



１ 許可の期間が満了したと き。

２ 駐車許可証の交付を受けた理由がなく なっ たと き。

３ 駐車許可証の再交付を受けた後において亡失した駐車許可証データを発見し、又

は回復したと き。

４ 駐車許可を取り消されたと き。

※ これらに従わない場合は、取締り の対象と なること があり ます。


